
 

 

批判的合理主義研究 

 
 
 
 
 

2023 
Vol. 14, No. 1 

日本ポパー哲学研究会事務局機関誌編集部 
(2023 年 7 月号) 

 
CONTENTS 

 
＜第 33 回年次研究大会自由論題発表要旨＞ 
ポパーの進化論はいかなるものか      登尾 章  2 
「秩序」は企業を倫理的にするのか？―ドイツ・オルドヌンク倫理学 Ordnungsethik の学説研究から― 

         柴田 明  5 
 
＜投稿論文＞ 
当為と可能の関係再考       立花 希一 7 

 
＜その他＞ 
第 33回年次研究大会のご案内        18 

 

 



 

 2 

＜第 33 回年次研究大会自由論題発表要旨＞ 
 

ポパーの進化論はいかなるものか 
登尾章（國學院大學兼任講師） 

 
ポパーは、「発生的二元論」という名の、進

化論の仮説を提示している(ポパー 1974b: 306)。
彼がこれを一つの科学仮説として提示している

事は、自らの科学哲学に従って、どういう場合

にその仮説が反証されるのかを冒頭で克明に述

べる、という書き方によく表れている(loc. cit.)。
また彼は、その仮説が、オーソドックスな新ダ

ーウィン主義的枠組の内部に厳密に留まってい

る、とも述べる(ibid.: 305)。しかし、彼の進化論

仮説は、新ダーウィン主義の枠内には収まって

いないように思う。なぜなら、新ダーウィン主

義は、非線形的な遺伝様式を説明する遺伝的浮

動は取り込んだものの、変異はランダムに起こ

るわけではない、とする見解には否定的だから

である(徳永 2001: 103)。ポパーの進化論は、む

しろ、新ダーウィン主義からその点を攻撃され

ている池田清彦の構造主義進化論との間に、多

くの共通点が見出されるものである。その共通

点の一つ目は、自然選択の役割が後景に退いて

いる点である。発生的二元論においては、執行

器官の変異はそれに先行する中枢構造の変異に

規定されているとして、自然選択にかけられる

ランダムな変異が否定される(ポパー 1974b: 
311)。構造主義進化論は、遺伝情報が解釈系によ

る内部選択を受けると説明し、この内部選択機

構に比べれば自然選択は進化にとって補助的な

役割しか果たさない、とする(池田 2013: 157)。
また、進化が生物を複雑化させる方向に進むこ

とを指摘する点においても、両者は共通してい

る(ポパー、ローレンツ 1986: 50)(池田 2013: 
156)。そして、最も重要な両者の共通点は、両者

ともに目的論に近接する点である。ただし、そ

の目的論に対する評価については、両者は対照

的である。構造主義進化論は、観察結果を説明

する過程で到達してしまった目的論的な仮説を、

それが当然回避されるべきものであるかのよう

に、扱う(池田 2013: 164)。これに対してポパー

は、目的論を回避するつもりは全くない。そも

そも、発生的二元論における中枢構造とは、目

的構造と技能構造から成るのであって、目的が

変異を非ランダム化させるという目的論的説明

は、この進化論と不可分である(ポパー 1974b: 
307)。 
 この最後の対照性から、二つの事が導けると、

私は考える。その一つ目は、ポパーの科学哲学

は、残念ながら科学者達に充分に受け入れられ

ているとは言い難い、という事である。そもそ

も池田は、構造主義進化論を説明するための前

提知識としてポパーの 3 世界論を詳細に解説す

る、親ポパー派の代表のような科学者である(池
田 2013: ch. 2)。しかし、その彼でさえ、目的論

的説明は科学仮説にとって不適切である、と考

えているように見える。構造主義進化論でもそ

うなのだから、主流派の新ダーウィン主義者達

にポパーの科学哲学が受け入れられていないで

あろう事は、想像に難くない。そして、この対照

性から導ける二つ目の事は、ポパーの科学哲学

が一貫して形而上学を志向している、という事

である。すなわち彼は、科学について述べる彼

の科学哲学が形而上学的なものである事のみな

らず、述べられる対象たる科学自体が形而上学

的であり得る事をも、示した。上で見た発生的

二元論を、もともとその例示として提示された

ものとして見ることすら、可能である。そもそ

もポパーは、ダーウィンや新ダーウィン主義者

の理論自体に対しては、それらが何も普遍法則

を定式化していないとして、高い評価を与えて
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いない(ポパー 1974b: 299)。ポパーがそれらを

評価する理由は、それらが、ラマルク的な目的

論的進化論の説明を因果論的進化論で模擬する

事の可能性を示した、という点にある(ibid.: 
300f.)。そこからポパーが導く結論は、彼らのお

かげで、科学哲学の対象たる科学の一つである

生物学においては、目的論的説明を全く自由に

使って良い事になった、というものである(loc. 
cit.)。 
 さて、ポパーの進化論についての発想が以上

のようなものである事は、彼の進化論的認識論

の理解を助けるものとなる。すなわち、ポパー

の立場を一貫して目的論的即ち形而上学的なも

のとして捉えた方が、少なくとも私にとっては、

理解しやすいし魅力的である。彼は、自らが形

而上学的実在論に立つと述べる(ibid.: 49)。そし

て、タルスキーに依拠しつつ、その実在とある

言明とが対応しているという、その言明の性質

をメタ言語で述べたものとして、真理を定義す

る(ibid.: 55)。この真理の観念は、それが絶対的

確実性を持って我々に真偽の判定基準を提供し

ない点において、形而上学的である(ibid.: 56)。
また、合理性の判定基準となる「真理らしさ」に

ついても、彼の主張は形而上学的である。なぜ

なら、彼は、ある任意の二仮説についてそれら

の間の真理らしさの比較が常に可能である、な

どとは言わないからである。彼が述べるのは、

その二仮説が、両者の真理内容と偽内容の大き

さが比較可能であるとか、それぞれの大小が特

別好都合な関係にあるとかという条件をたまた

ま充たす時に、それを比較できるときがある、

という事に過ぎない(ibid.: 62)。つまり、彼の「真

理らしさ」は、進化論的認識論における仮説の

選択の場面で恒常的に機能する基準、ではない

のである。それでは一体、何が、我々の知識を進

化させているか。ここで発生的二元論を参考に

するならば、それは我々自身の目的だと、ポパ

ーは言いそうである。すなわち、定向進化を適

切に説明しようとすれば、自然選択が機能する

以前に、我々の目的構造が変異を方向づけてい

る事を措定しなければならないのと同じように、

知識の進化の説明のためにも、真理らしさによ

る合理性判定基準が機能する以前に、我々の目

的が仮説の生成に一定の枠をはめていると措定

する必要がある、という主張をポパーから導き

出す事ができる、と私は考える。そして、仮説の

生成を制限しているその目的とは、具体的には

「真理の探究」を指している、と私は考える

(ibid.: 81)。このように描かれた進化論的認識論

は、極めて形而上学的である。しかし私は、この

ような理解をポパーが否定するとは思わない

(ポパー、ローレンツ 1986: 99)。またそれは、

ポパーを貶めることにもならないと思う。なぜ

なら、形態や知識を進化させる人間の存在がそ

もそも形而上学的なものであるならば、それを

説明する理論は当然形而上学的であるべきだと

私は思うからである。 
 ただここで、一つ残念な事がある。それは、

私がこれまで勉強してきた法哲学を含む、いわ

ゆる社会制度論の分野については、この進化論

的認識論が直接適用できそうに見えない事であ

る。それは、ポパーの理論が形而上学的だから

という理由によるのでは全くなくて、我々がフ

ロネーシスを目指しているから、という別の点

と関わる。私は、社会制度論は、エピステーメー

ではなくフロネーシスを目指すものだと考えて

いる(アリストテレス 1971: 220)。すなわち、ポ

パーが科学について述べているのとは対照的に、

真理を探究する事よりも、有用性を目指す事の

方が、この分野にとっては健全だと思う(ポパー 
1974a: 36)。とは言え、その点だけが問題ならば、

上で、先に機能して仮説の生成を方向づける「目

的」として挙げた「真理の探究」を、「有用性の

探究」か何かに置き換えれば、進化論的認識論

の枠組みが維持できそうである。しかし、我々

はここで難問に直面する。それは、嶋津格が指
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摘する、私が勝手に「的の思い込み」と呼んでい

る問題である。アーチェリーの例が分かり易い

が、的というのは普通同心円状になっており、

その各領域は、真ん中に近づくに従って順序良

く点数が高くなる。しかしそれは、人間がそう

いう的を作ったからそうなっているのであって、

全ての的がそうなっている保証などない、とい

うのが嶋津の指摘するところである。すなわち、

的の区分けが外側から順番に 0点 10点 30点 50
点 80 点 100 点などと並んでいるなら真ん中を

狙うのが当然であるが、80 点の領域が代わりに

マイナス 10億点になっている的であならば、真

ん中を狙う事は危険である、と嶋津は指摘して

いる、と私は解釈している。これはつまり、より

有用なものへの近接として理論の進化を目指す

事が、社会に致命的な悲劇を生む原因となり得

ると指摘しているのであり、この帰結は、有用

性の探究を目的として社会制度論を考える場合

には、完全に自己否定的なものとなる。こうい

う指摘に対して、ポパー理論内在的にどのよう

に応答できるのかを、報告当日までに考えてお

きたい。今のところ、自分の手の指が 5 本ある

事に友人の命がかかっているならポケットから

手を出して自分の指を数えるであろう、という

例を挙げて、確実性が状況依存的であると主張

している部分が(ポパー 1974b: 92)、示唆的だと

思っている。 
 
【参考文献】 
ポパー, K. R. (1974a)「科学──推測と反駁」

<1963>黒田東彦訳『批判的合理主義』碧海純一

編、ダイヤモンド社＜現代思想第六巻＞。 
── (1974b) 『客観的知識』<1972>森博訳、

木鐸社。 
ポパー, K. R.、ローレンツ, K. (1986) 『未来は

開かれている』<1985>辻瑆訳、思索社。 
アリストテレス (1971) 『ニコマコス倫理学 

上』高田三郎訳、岩波書店＜岩波文庫＞。 

池田清彦 (2013) 『生物にとって時間とは何か』

KADOKAWA＜角川ソフィア文庫＞。 
徳永幸彦 (2001) 『絵でわかる進化論』講談社。 
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「秩序」は企業を倫理的にするのか？―ドイツ・オ

ルドヌンク倫理学 Ordnungsethik の学説研究から

― 
柴田 明（慶應義塾大学） 

 
報告要旨 

本 報 告 は 、 ド イ ツ の 「 経 済 と 企 業 の 倫 理 学

(Wirtschafts- und Unternehmensethik)」にお

いて、”Ordnung”という観点から経済や企業の倫

理を考える”Ordnungsethik”（オルドヌンク倫理学）

の学説を、方法論・理論・実践という 3 つの観点か

ら総体的にとらえることで、企業倫理としての可能

性と限界を探ることを目的とする。 
企業倫理については、これまで倫理学や経営学

の立場から、理論研究から実証研究まで様々な議

論が展開されているが、とりわけ理論研究において

は、経営者や従業員の個人的な倫理規範に訴え

かける研究が影響力を持っていた。しかしながら、

経済や企業の実際の事業プロセスにおいて、たと

え崇高な倫理規範を企業に提示したとしても、競合

相手と熾烈な競争を戦っている企業に対しては有

効ではないだろう。とりわけ企業は、競合相手に搾

取されないようにするための行動を取るインセンティ

ブがあり、そのような場合には崇高な倫理規範は無

残にも無視されてしまうのである。 
オルドヌンク倫理学はそのような状況を、ゲーム

理論における「囚人のジレンマ」から着想を得た「ジ

レンマ構造」として定式化し、彼らの倫理学の出発

点とする。ここでは、経済主体は厳格な利己主義的

傾向を持つのであれ、寛大な利他主義的傾向を持

つのであれ、それぞれが合理的に振る舞う結果、

他の経済主体から搾取されることを恐れて自己利

益を追求する行動を取ってしまい、結果的にそれ

が反倫理的な行為となることがある。 
オルドヌンク倫理学は、このような「ジレンマ構造」

においては個々の経済主体に倫理規範を求める

個人倫理的なアプローチは無力であるとし、個人倫

理ではなく、制度やルールなどの「秩序」のレベル

で倫理を実現しようとする。そのことで、経済主体の

インセンティブと社会の厚生を一致させ、倫理の

「実行」を保証しようとするのである。経済倫理の文

脈では、そのような「秩序」は市場を機能させるもの

となるべきである。 
本報告では、このような特徴を持つ「オルドヌンク

倫理学」の展開について、方法論、理論、実践とい

う 3 つの観点から総体的に検討し、その可能性と限

界を検討する。 
 
1．方法論 

オルドヌンク倫理学は、「経済学的方法」による

「経済と企業の倫理学」を標榜する。経済学的方法

とは、個人のインセンティブや効用の観点からアプ

ローチする方法であり、彼らによれば、「パレート最

適」な状態は倫理的な状態と同一視される。 
また彼らによれば、オルドヌンク倫理学は哲学的

には「自然主義」を基礎とする「哲学的契約論」に属

するという。この契約論的アプローチの特徴は、ア

クターの同意に倫理の根源を置くということにある。

ルールや制度などの「秩序」は、経済主体がそれに

同意しているときに、倫理的状態を実現できるもの

と見なされるのである。 
このような発想の背後にあるのが、ヒューム

(D.Hume) 、ゴテ ィエ (D.Gauthier) 、ビンモア

(K.Binmore)といった哲学者である。オルドヌンク

倫理学がこれらの議論を参照するのは、個人の利

己的な行動に焦点を当てた議論だからである。個

人は自己利益を追求するために、道徳や倫理を構

築し、合意するということである。 
また方法論的基礎と して、初期のホーマン

(K.Homann) の 議 論 に お い て は 、 ポ パ ー

(K.R.Popper)の「状況の論理」と「合理性原理」が

想定されている。「ジレンマ構造」においては「経済

人仮説」が想定され、倫理的状態の実現のために

「秩序」が必要だとされるが、それは人間を「経済人」

という反事実的な虚構ととらえ、「モラル中立的」な

経済人が状況に合わせて合理的に行動すると想定
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した上で、その際生じる倫理問題を「秩序」で解決

すると想定するからである。しかしながら、ホーマン

以降の近年の議論では、このようなポパー的な立

場は後退する。とりわけホーマンの弟子であるピー

ズ (I.Pies)らの研究集団は、社会学者ルーマン

(N.Luhmann)の「社会構造とゼマンティク」を参照

し、行為とルールの次元に加え、「ゼマンティク」、

つまり意味や文脈、文化といった次元を新たに追

加し、3 次元モデルから考察しようとする。このことが、

次に取り上げる理論のレベルでオルドヌンク倫理学

の変容をもたらしている。 
 
2．理論 

オルドヌンク倫理学の基本発想である「秩序」に

よるジレンマ構造の解決は、彼らによれば決して完

全なものではない。ホーマンによれば、企業倫理の

課題は、このようなフレームワークの不備の克服に

ある。これについて、ホーマンの議論では、企業の

自発的なセルフコミットメント活動や政治的な活動

が指摘されている。とりわけ注目されるのが、後者

の政治的な活動である。これは、企業が個別に倫

理を実現するのではなく、国などが制定するルール

の修正に政治的に関与することで倫理を実現する

ということを意味する。 
ホーマン以降の新しい展開においても、企業倫

理の役割については基本的に「秩序」の構築に関

わるものとなっている。しかしながら、「方法論」にお

いて確認された新しい展開は、理論においても変

容をもたらしている。 
例えばズーハネク(A.Suchanek)は、企業倫理

の課題を「信頼に投資する」とした上で、「秩序」の

レベルのみでなく、行動経済学などの最新の知見

も取り入れた上で、企業の「意図」「徳」「促進的な

制度構造」という観点から企業倫理の課題を議論し

ている。 
またピーズらは、ホーマンの言う「政治的活動」を

基礎として、企業によるセルフコミットメント活動を詳

細に分析しつつ、「経営者能力」の観点から、経営

者は意味論的なコンピテンスを持つ必要があると主

張する。 
 
3．実践 
以上のオルドヌンク倫理学の発想は、企業倫理

の実践という点でどのような可能性があるのだろうか。

例えばコーポレートガバナンスについて見れば、

「秩序」という観点から、社外取締役への適切な経

済・企業倫理の教育やステイクホルダーとのダイア

ログの促進などが考えられる。ダイアログについて

は、実際にズーハネクが自身の関わる非営利組織

においてドイツの化学産業を対象としたダイアログ

プロセスを実施している。また、企業の政治的活動

という意味では、「ロビイング」「ルールメイキング」

「パブリックアフェアーズ」といった、企業のルール

形成やルール啓蒙活動がオルドヌンク倫理学の実

践としてとらえられるだろう。 
 
4．ディスカッション 

オルドヌンク倫理学は経済学的方法に基づいた、

人間の合理性を前提とした制度志向の議論であり、

新古典派経済学と同様の批判が想定される。この

点、近年では制度論において主体の強い合理性を

修正する、あるいは規範性を考慮するアプローチ

が登場しているし、また企業倫理分野でも行動経

済学に触発された「行動倫理学」が注目されており、

オルドヌンク倫理学の主張とは理論上対立するもの

となっている。最後に、オルドヌンク倫理学と近年の

新しい主張との対比から、オルドヌンク倫理学の可

能性と限界を検討したい。 
 
【主要参考文献】 
柴田明 (2023), 『秩序と企業倫理―ドイツ・オルド

ヌンク倫理学 Ordnungsethik の学説研究―』文眞

堂  
 
（詳細な参考文献は当日配布いたします。） 
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「当為と可能の関係再考」 

立花 希一 
 
2013 年 7 月、本研究会機関紙『批判的合理

主義研究』、Vol. 5, No. 1, 43-60 ページに掲載

された書評、「「人類の合理的統一」というポパ

ーの理念に照らして、小河原誠著『宗教知識教

育の理念と方法―批判的合理主義の観点から

―』を読む」（以下、「書評」と略記）にたいし

て、2014 年 7 月、小河原氏が返答を寄稿し

てくださった（「汎批判的合理主義のよりよき

理解によせて──立花氏に答える──」、『批判

的合理主義研究』、Vol. 6, No. 1, 6-47 ページ

（以下、「返答論文」と略記）。この「返答論文」

にたいして私がさらに答えることを差し控え

させていただいた。小河原氏の著書である『宗

教知識教育の理念と方法―批判的合理主義の

観点から―』（以下、『書評対象著書』と略記）、

私の「書評」、そして「返答論文」に関心をも

たれた第三者の読者に判断を委ねたいと思っ

たからである（興味・関心はもっていただけた

のかもしれないが、残念ながら、執筆にいたる

ほどではなかったようである）。 
「返答論文」における氏の返答・評言は多岐

にわたっているが、そのなかのひとつ、当為と

可能の関係についての氏の見解にたいして、

のどに魚の小骨がひっかかっているような違

和感をずっと抱いてきた。その原因がようや

く判明したので、遅ればせながら投稿させて

いただいた。 

 
1 「書評」で「「できないことはすべきでない」が成立

する場合がある」と述べたが、今では、絶対にないとは

断言できないが、成立する場合はないのではないかと考

えている。成立する場合として、次のような事例が考え

られるかもしれない。ある重要な規範があり、しかも周

囲のひとはその規範を守って生活しているのだが、自分

だけどうしても守ることができずに悩んでいるひとが

いるとしよう。このようなとき、「できないならすべき

じゃないよ」と声をかけてそのひとを慰めたり励ました

りすることがあるかもしれない。しかし、この場合の「す

 
先の「書評」で、私はこう書いた（注 4、53

ページ）。 
 
この原則［事実からの価値批判の原則］は、

「すべき（ought）はできる（can）を含意

する」というテーゼに基づいているが、氏の

原則は、正確には、できない（cannot）から

すべきでない（ought not）を導き、これに

訴えて、できないことをすべきだとする立

場（これにはさまざまな理論や実践の指針

が含まれる）を批判する形になっている。 
 
「返答論文」で、氏はこれに直接反論する形

で、次のように述べている。少し長くなるが引

用させていただく（30 ページ）。 
 

立花氏はまさに「事実からの価値批判

の原則」を問題視する。まず、その個所を

引用してから議論を進めていこう。「……
氏の原則は、正確には、できない（cannot）
からすべきでない（ought not）を導き、

これに訴えて、できないことをすべきだ

とする立場（これにはさまざまな理論や

実践の指針が含まれる）を批判する形に

なっている。……倫理学の分野では、この

テーゼの当否を巡る論争は今日にいたる

まで続いている。……「できないことはす

べきではない」が成立する場合は確かに

ある1が、論理法則のように例外なく
．．．．

成立

べきでない」は（本当はすべきなのだけれども）「しなく

ていい」とか「する必要がない」という意味で使われて

いるので、「すべきでない（しないことをすべきである）」

より弱い表現であり、小河原氏の念頭にあるはずの「で

きないことはすべきでない」が成立する場合とは言い難

いだろう。では、次の事例はどうだろうか。まったく泳

ぐことができないひと（「かなづち」）にたいして「泳げ

ないなら泳ぐべきではない」とか、さらにはもっときつ

く「泳げないなら泳ぐな」などと言って、川や海で溺死

しないように注意喚起することがあるかもしれない。し
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するものではないことは少なくとも言え

るだろう。」（「書評」、注 4、強調は引用者）   
実質的な議論に立ち入る前に、わたく

しにはよくわからない点があるのでまず

それを指摘させていただきたい。立花氏

は、わたくしの言っている原則は「正確に

は」“cannot”から“ought not”を導く議論

であると言っている。よくわからないと

いうのは、「正確には」ということばの意

味である。わたくしは、「事実からの価値

批判の原則」を「should は can を含意す

る」というかたちで定式化したつもりで

あり、その対偶の「できないことはすべき

でない」によって、「できないことをすべ

し」とする立場を批判した。対偶の形で定

式化することが、最初の言明（いまの場合、

立花氏のことばで言えば、「すべき（ought）
はできる（can）を含意する」）を正確にす

るのだろうか。最初の言明とそれの対偶

言明とは論理的に等値なはずだ。どうし

て対偶言明のほうが正確なのだろうか。 
  
氏は、私の「正確には」という発言に注目し、

「できないことはすべきでない」という言明

 
かしながら、この事例は「できないことはすべきでない」

が成立する場合なのだろうか。例えば、泳げるひとにた

いして、「（今日は寒いので風邪を引くかもしれないから）

泳ぐべきではない」と言うのは確かに意味がありよく理

解できる。しかし、「かなづち」はそもそも泳げないのだ

から、そのひとにたいして、「泳ぐべきではない」と言う

のは奇異である。普通、できることにたいして、「すべき

である」とか「すべきでない」と言うのであって、そも

そもできないことについては、「すべきである」とか「す

べきでない」とかを問題にすることはなく、「すべきで

ある」とも「すべきでない」とも判断せず、発言もしな

いであろう（この点については、「対偶の問題」の後、本

文でもさらに追究する）。「かなづち」の事例をもう少し

詳しくみていきたい。「かなづち」は泳げないにもかか

わらず、水に入ることもできるし（泳げないのに）泳ご

うとすることもできるから、危険なのだ。だからこそ、

その無謀な行為を制止しようとして「泳ぐべきではない」

とか「泳ぐな」と注意するのであって、正確には、「泳ご

うとすべきではない（You ought not to try to swim.）」

とか「泳ごうとするな（Do not try to swim.）」という

意味であり、できないことにたいして「すべきでない」

は、氏の名づけた「事実からの価値批判の原則」

を定式化した「should は can を含意する」と

いう言明の対偶であり、対偶言明の「できない

ならばすべきではない」は、元の言明とは論理

的に等値なので、「正確さ」はまったく変わら

ないはずだという議論をされた。対偶の問題

が本稿の核心なので、後で詳しく論ずること

にして、先に一点だけ述べておきたい。   
「書評」でも指摘したように、「すべき

（ought）はできる（can）を含意する」とい

うテーゼには現在でも係争中のさまざまな問

題があるにもかかわらず、『書評対象著書』の

なかで、氏はこのテーゼに関わる困難を不問

にしており、さらに、このテーゼを直接そのま

ま用いた「すべきならばできる」という当為か

ら可能を導出する方向からの議論はまったく

といっていいほど行わずに、もっぱら「できな

いことはすべきでない」を価値批判の強力な

武器とみなした批判的議論を展開していた。

そこで、私は、『書評対象著書』で実際に行わ

れている議論の中身を正確に記述する目的で、

氏の議論が「すべきならばできる」ではなく、

正確には「できないことはすべきでない」とい

う立場に依拠した議論になっていると指摘し

と言っているわけではなく、できることにたいして「す

べきでない」と言っているのである。一般的に言って、

「試みる」だけなら誰でもできるからである。したがっ

て、この事例も、「できないことはすべきでない」が成立

する場合ではない。しかも、ここで取り上げた事例はい

ずれも、小河原氏の「事実からの価値批判の原則」の議

論で主張されている、できないという事実から「すべき

ではない（しないことをすべきである）」という当為（規

範）を導出するような意味での「できないことはすべき

ではない」の事例ではけっしてない。ought が can を含

意する当為（規範）の事例は多数あるが、cannot が ought 

not を含意する当為（規範）の事例は見当たらないのだ。

もしここでの議論（注 1および本稿本文）が妥当である

ならば（そして現時点の私は妥当だと判断しているの

で）、「書評」での「「できないことはすべきでない」が成

立する場合がある」という私の発言は誤っていたことに

なる。誤りを公然と認めて前言撤回させていただきたい。

（誤りから学ぶための）批判の力を削ぐ「秘密裡の変更

（サレチェン）」の戒めについては拙稿参照。「秘密裡の

変更に抗して：批判主義的伝統の試金石」、『秋田大学教

育文化学部研究紀要』、第 71集、2016 年、37-49 ページ。 
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たつもりである。氏の原則は、「価値からの事

実（can）導出」ではなく、まさに「事実から

の価値批判の原則」だったのだ。 
さて対偶の問題に移ろう。先に引用したよ

うに、氏は、「できないことはすべきでない」

が「should は can を含意する」（「すべきなら

ばできる」）の対偶であると明確に主張してい

る。『書評対象著書』でも、「「○×すべし」は「○×
できる」を含意する。ここで、その○×は事実

問題として実行できないと論証できたなら、

その○×はすべきでない
．．．．．．

という話になる道理で

ある」と述べ、しかも傍点をつけて「すべきで

ない」ことを強調している（22 ページ）。「事

実からの価値批判の原則」を用いた一例とし

て挙げているダライ・ラマの事例でも、「輪廻

転生するダライ・ラマを探すべきではない」と

いう「規範（価値）的言明が導出される」と述

べている(46 ページ、強調は引用者)。 
しかしながら、「できないことはすべきでな

い」は「すべきならばできる」の対偶なのだろ

うか。氏が「できないことはすべきでない」を

「すべきならばできる」の対偶とみなしたこ

とに、振り返ってみれば、私の違和感の大いな

る原因があったのだ。詳しく見ていこう。先ず、

言明とその対偶が論理的に等値であるために

は、二つの要件が求められる。（１）言明が真

理値をもつ言明（命題）であること、（２）論

理的な意味で、言明を否定する言明があるこ

とである。「○×できる・できない」（「可能文」

と呼ぶことにする）のほうは、事実問題として

真偽が問えるので、真理値をもつ言明（命題）

とみなすことも、論理的な意味での否定、すな

わち、（真なる言明を偽なる言明へ、偽なる言

明を真なる言明へと真理値を変換する働きを

担う）「否定（negation）」を用いた否定言明を

つくることも容易であろう。例えば、「チャー

リーは泳ぐことができる（Charlie can swim.）」
という言明（Ｃ）の否定は、「チャーリーは泳

ぐことができない（Charlie cannot swim.）」
という言明（￢Ｃ）であり、この二つの言明は

相互に矛盾する関係にあり、Ｃが真ならばそ

の否定の￢Ｃは偽であり、Ｃが偽ならばその

否定の￢Ｃは真であると解釈するのは容易だ

からである（「可能文」がつねにそうだとは限

らないが、ここでは触れない）。では、「○×す
べきである・すべきではない」（「当為文」と呼

ぶことにする）のほうはどうだろうか。 
通常、真偽を問える「平叙文（declarative 

sentence）」が真理値をもつ言明（命題）とみ

なされ、真偽を問えないような「疑問文

（ interrogative sentence ）」、「 感 嘆 文

（ exclamatory sentence ）」、「 命 令 文

（imperative sentence）」などは、真理値をも

つ言明（命題）とはみなされない。「すべきで

ある・すべきではない」はいったいどちらに属

すのだろうか。「すべきである・すべきではな

い」が「平叙文」に属するものと小河原氏がみ

なしているのは明白だが、「すべきである・す

べきではない」にその真偽を問えるのだろう

か。真理値をもつ言明（命題）とみなせるのだ

ろうか。 
「疑問文」にその真偽を問えないのは疑問

の余地がないと思われるが、「感嘆文」や「命

令文」は見かけほど単純ではない。例えば、「こ

の花はなんて美しいのだろう（How beautiful 
this flower is!）」という文は感嘆・強調・誇張

などの修辞的表現が用いられてはいるが、「こ

の花は美しい」という事実の記述だと解釈す

れば、その真偽を問えそうだし、真理値をもっ

ているとみなせそうである。他方、この花が実

際に美しいか否かとはまったく無関係に、し

かも実際にまるで美しくないにもかかわらず、

さらには美しくないのを承知しつつ、「この花

はなんて美しいのだろう」と発話者が主観的

感情を表出しているだけの文だと解釈すれば、

事実問題として、この花が美しいか否かの真
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偽を問うても不毛だろう。要するに、文の担う

事実的側面に注目した場合、感嘆文や命令文

に何らかの事実の記述の要素が認められる限

り、その真偽を問えると解釈する余地が残る

ので、「平叙文」に属すのは不可能だとは断定

できない。 
今度は、文の担う規範的側面に注目すると

どうなるだろうか。「平叙文」に含まれる、例

えば、「三角形の内角の和は 180度である」、

「今日の秋田市の最高気温は 18度である」に

は規範的要素は見当たらず、真理値をもつ言

明（命題）とみなせるだろう。二者の否定言明

も明白に真理値をもつ言明（命題）である。他

方、「平叙文」とは対照的に、「命令文」は、規

範的性格を特徴とする文である。ポパーは、事

実（facts）と規範（norms）の二元論を唱えた

「批判的二元論（critical dualism）」の議論の

なかで、「命令文」に着目し、さらには、「でき

る・できない（可能・不可能）」と関連づけて

論じているので、ここでの議論にとってとて

も役に立つ。（人間には破ることができない点

に特筆すべき特徴があるとポパーがみなす）

自然法則（natural laws）と対比させて論じて

いるので、「規範法則（normative laws）」と

呼んでいるが、それは、規範（norms）、ある

い は 禁 止 （ prohibitions ） や 命 令

（commandments）、一定の行動様式（modes 
of conduct）を禁止したり要求したりするよう

な規則（rules）のことであり、その例として

「モーセの十戒」2などが挙げられている。ポ

パーによれば、規範法則は、人間が破ったり変

更したりすることができる点に特徴がある。

さらに、自然法則（を述べる言明）はまさに真

理値をもつ言明（命題）であるが、規範（規範

 
2 「十戒」は、命令（禁止）の典型例とみなされてお

り、原典に忠実とされる共同訳『聖書』でも、「父母を敬

え」、「殺してはならない」、「盗んではならない」などと

訳されている。ところが、原文のヘブライ語では、「父母

を敬え」には命令形が用いられているが、「殺してはな

らない」、「盗んではならない」では、命令形ではなく、

法則）はそもそも真理値をもつ言明（命題）で

はないので、どんな規範も「真」とも「偽」と

も言えない文である。ポパーは、「規範（規範

法則）」が「「真」ないし「偽」と言えるのは比

喩的な意味（metaphorical sense）においてだ

けである。それは事実を記述するものではな

いからである」と断言している（『開かれた社

会とその敵』、第 5 章、第 1 節、太字は引用

者）。 
ポパーの上記の見解を念頭に置いて「命令

文」をみるとどうなるだろうか。規範を述べる

「命令文」は、「事実を記述するものではない」

ので、その真偽を問えず、真理値をもつ言明

（命題）ではないし、当然、否定言明もつくる

ことができない。例えば、「窓を開けろ」の否

定は一見すると「窓を開けるな」のようにみえ

るが、「窓を開けろ」という文が真理値をもた

ない以上、真なる言明を偽なる言明へ、偽なる

言明を真なる言明へと真理値を変換する働き

を担う意味の「否定」ではありえないし、二つ

の言明は相互に矛盾する関係にはない。それ

ゆえ、命令文を含む条件文は、対偶が成立する

ための二つの要件を満たしておらず、（論理的

に等値であるとみなせるような）言明とその

対偶は成立しない。では、「当為文」はどうだ

ろうか。「当為文」は「平叙文」に含まれるの

で、「命令文」とは異なるとみなせるかもしれ

ないが、「当為文」の規範的性格に注目して、

事実を記述するものではないとみなせば、「命

令文」と同様、その真偽を問えず、真理値をも

つ言明（命題）ではなくなるだろう。こうして、

当為文を含む条件文もまた、（論理的等値の意

味での）言明とその対偶は成立しないことに

なる。したがって、「すべきならばできる」と

否定辞プラス未完了形が使われているのだ。英語では、

ヘブライ語に忠実にしようとして、You shall not…（文

語では、Thou shalt not…である）が用いられている。

したがって、文の形式だけで命令か否かの判断はできず、

言明の内容を吟味検討する必要がある。「当為文」につ

いてもまさにしかりである。 
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「できないならばすべきではない」は、（論理

的に等値とみなすことのできる）言明とその

対偶という関係ではない。こう結論してもか

まわないのだが、これではあまりに門前払い

が過ぎて、身も蓋もないであろう。 
「当為文」は規範であって事実の記述を目

的とするものではないとしても、「命令文」と

は異なり、単なる比喩的な意味ではない真理

値をもつ言明とみなすとしたらどうなるだろ

うか。「当為文」は形式的には「平叙文」であ

るし、事実的要素も含んでいるので、無駄な試

みではないかもしれない。 
（論理的に等値であると主張できる）言明

とその対偶が成立するためには二つの要件が

あったが、（１）言明が真理値をもつ言明（命

題）であるという要件はクリアされたものと

処理することにしよう。では、（２）の、言明

を否定する言明があるという要件はどうだろ

うか。一見すると、「すべきである」という言

明（命題）の否定は「すべきでない」という言

明（命題）にみえるので、そうだと仮定しよう。

では「すべきでない」の「ない」はいった何を

否定しているのだろうか。注 1 や本文で取り

上げた水泳の例でみてみよう。「泳ぐべきでは

ない」の「ない」が否定しているのは、「泳ぐ

こと」だとする。すると、元の言明は「泳ぐこ

とをすべきである」で、その否定は「泳がない

ことをすべきである」という言明になるだろ

う（英語では、You ought not to swim. の“not”
が to swim を否定しているのは確かである）。 
しかしながら、上記の「否定」は文の構成要

素に関する否定にすぎないので、実際のとこ

ろ、（２）で要請されている、相互に矛盾する

関係となる「否定」ではない。ここで議論を打

ち切ると、先の結論と同様、「すべきならばで

きる」と「できないならばすべきではない」は、

（論理的に等値とみなすことのできる）言明

とその対偶という関係ではないという結論に

なる。 
しかし、ここではさらに議論を続けるため

に、この二つの言明は相互に矛盾する関係に

あり、前者が真なら後者は偽であり、前者が偽

なら後者は真だとあえて仮定することにしよ

う（「仮定Ａ」）。この仮定を採用しないと、言

明とその対偶が論理的に等値であるための要

件を満足させることができないからである。 
再びチャーリーに登場してもらい、関連す

る言明を定式化するとこうなる。「チャーリー

は泳ぐことができる」という言明（Ｃ）とその

否定の「チャーリーは泳ぐことができない」

（￢Ｃ）という言明、「チャーリーは泳ぐこと

をすべきである」という言明（Ｓ）とその否定

の「チャーリーは泳ぐべきではない（泳がない

ことをすべきである）」という言明（￢Ｓ）で

ある。  
それでは、小河原氏が主張している当為が

可能を含意するという視点から、Ｓと￢Ｓを

眺めてみよう。先ず、Ｓに注目すると、小河原

氏が力説していたように、「チャーリーは泳ぐ

ことをすべきであるならばチャーリーは泳ぐ

ことができる」とその対偶「チャーリーは泳ぐ

ことができないならばチャーリーは泳ぐべき

ではない（泳がないことをすべきである）」が

つくられる。今度は￢Ｓを主題として取り上

げよう。すると、Ｓだけではなく、￢Ｓもまた

当為だということがわかるだろう。小河原氏

によれば、当為は可能を含意するが、この含意

関係はＳだけではなく、どうやら￢Ｓについ

てもあてはまることになりそうである。こう

して「チャーリーは泳ぐべきではない（泳がな

いことをすべきである）ならばチャーリーは

泳がないことができる」という条件文をつく

ることができる。では、「泳がないことができ

る」というのはどういう意味なのだろうか。一

見すると意味不明だが、「泳がないことができ

る」の否定から考えるとわかりやすいかもし
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れない。「泳がないことができる」の否定は「泳

がないことができない」であるが、ここでは二

重否定が用いられている。古典論理学には、

「二重否定の除去」という妥当な導出規則が

ある。この導出規則を用いると、二重否定の二

つの否定が除去されて肯定に戻るので、「泳ぐ

ことができる」となるだろう。 
「泳がないことができない」とそれと等値

の「泳ぐことができる」の否定は、「泳がない

ことができる」とそれと等値の「泳ぐことがで

きない」である。したがって、「泳ぐことがで

きる」と「泳ぐことができない」を残して、前

者と等値の「泳がないことができない」と後者

と等値の「泳がないことができる」を消去する

ことができるだろう。 
ついでに、英語で考えてみよう。「チャーリ

ーは泳がないことができない」と「チャーリー

は泳がないことができる」のそれぞれは、英語

表現として生硬だが、Charlie cannot fail to 
swim.と Charlie can fail to swim.への翻訳が

可能であろう。この翻訳では、前者が Charlie 
can swim.を意味し、後者は Charlie cannot 
swim.を意味することが見て取れるかもしれ

ない。すなわち、「チャーリーは泳ぐことがで

きる」と「チャーリーは泳ぐことができない」

である3。 
そこで、「チャーリーは泳がないことをすべ

きであるならばチャーリーは泳がないことが

できる」という条件文は、「泳がないことがで

きる」と等値の「泳ぐことができない」で置き

換えると、「チャーリーは泳がないことをすべ

きであるならばチャーリーは泳ぐことができ

ない」となるだろう。記号化すると、￢Ｓ⊃￢
Ｃである。この条件文の対偶は、￢￢Ｃ⊃￢￢
Ｓであり、さらに二重否定を除去すると、Ｃ⊃

 
3 この解釈は、論理学上の「否定」と「二重否定の除

去」を成立させるためである。泳ぐことのできるひとは、

当然、泳ぐことも泳がないこともできるので、この場合、

「泳がないことができる」の意味は「泳ぐことができな

Ｓが導出される。日本語に戻すと、「チャーリ

ーは泳ぐことができるならばチャーリーは泳

ぐべきである」となるが、これは可能が当為を

含意するものであり、端的に誤りである。 
この誤りの原因はどこにあるのだろうか。私

見によれば、この一連の議論で仮定した、「仮

定Ａ」にあるのは疑問の余地がない。「すべき

である」と「すべきでない」の二つの「当為文」

は、本当は相互に矛盾する関係ではないにも

かかわらず、矛盾する関係にあるとみなし、

前者が真なら後者は偽で、前者が偽なら後者

は真だとみなしてしまったからである。例で

確認すると、「チャーリーは泳ぐべきである」

と「チャーリーは泳ぐべきではない（泳がない

ことをすべきである）を相互に矛盾する関係

に仕立てた結果、対偶ばかりではなく、逆もま

た真にしてしまうという誤謬に陥ったのであ

る。 
先の議論を振り返ってみよう。「可能文」で

は、相互に矛盾する関係になりうる言明をつ

くることができた。「チャーリーは泳ぐことが

できる」という言明（Ｃ）とその否定の「チャ

ーリーは泳ぐことができない」という言明（￢

Ｃ）である。前者は「可能」を意味し、後者は

「不可能」を意味する。あまりに当然のことに

言及して恐縮だが、不可能は可能性がゼロを

意味し、可能性の完全否定なので、不可能は可

能ではなく、「不可能を可能とみなすのは不可

能」である。したがって、相互に矛盾する関係

になる。英語でみると、Charlie cannot swim.
の“not”は swim を否定しているのではなく、

can を否定している。但し、can(できる）場合

にも、cannot（できない）を用いることがある

ので、cannot の意味には曖昧さが残る（例え

ば、You cannot smoke in this room.の場面を

い」ではない。人間生活のさまざまな場面で、「できる・

できない」という表現も、相互に矛盾する関係にある「可

能・不可能」とは異なる意味で使用されている。 
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考えてみよ）。他方、cannot（不可能）の場合

には、can を用いることはできないだろう。因

みに、英語では、possible と impossible のほ

うが、相互の矛盾関係が顕在的である。因みに、

英語でしばしば用いられる、to make the 
impossible possible は、正真正銘の不可能を

可能にするのではなく、「不可能と思われるこ

とやこれまで不可能とされてきたことを可能

にする」という意味で、可能になった場合は、

不可能が否定される。 
ところが、「当為文」には、「可能文」の議論

があてはまらない。「すべきでない」の「ない」

は、「すべき」を否定しているのではないから

である。英語でみると、Charlie ought not 
swim.の“not”が ought を否定しているのでは

なく、swim を否定しているのは明白である。

（対照的に、cannot は swim ではなく、can
を否定していた）。したがって、「○×すべきで

ない」も「○×すべきである」と同様、「当為文」

のままであり、「当為である（当為）」と「当為

ではない（非当為）」というような相互に矛盾

する関係には立っていない。論理的観点から、

「当為文」を「可能文」と同じように扱うため

には、可能－不可能関係のような当為－非当

為関係を成立させる必要があるだろう。これ

までずっと、「○×すべきである」の否定を「○×
しないことをすべきである」と解釈してきた

が、その解釈をやめて、「○×すべきである」と

相互に矛盾する関係に立てるような解釈をす

る必要があるだろう。私が思いつく「○×すべ

きである」と相互に矛盾する関係に立てる「○×
すべきでない」の解釈は、「○×すべきである、

というわけではない」である。この解釈をする

と、チャーリーの事例は次のようになるだろ

う。 
「チャーリーは泳ぐことができる」という

言明（Ｃ）とその否定の「チャーリーは泳ぐこ

とができない」という言明（￢Ｃ）、「チャーリ

ーは泳ぐことをすべきである」という言明（Ｏ）

とその否定の「チャーリーは泳ぐことをすべ

きである、というわけではない」という言明で

ある（￢Ｏ）。英語では、It is not the case 
that…という用法がある。It is not the case 
that Charlie ought to swim. は、 Charlie 
ought to swim.という文全体を否定する表現

法であり、前者と後者が相互に矛盾する関係

にあることを示せるような表現である。因み

に、この用法は、「チャーリーは泳ぐことをす

べきでない（泳がないことをすべきである）」

の場合にも使える（It is not the case that 
Charlie ought not to swim.）。日本語では、

「チャーリーは泳ぐことをすべきでない（泳

がないことをすべきである）、というわけでは

ない」となる。 
こう解釈すると、無理なく、「チャーリーは

泳ぐことをすべきである」という言明（Ｏ）と

その否定の「チャーリーは泳ぐことをすべき

である、というわけではない」という言明（￢

Ｏ）は、相互に矛盾する関係とみなすことがで

きるだろう。しかも、Ｏは当為であっても、そ

の否定の￢Ｏは当為ではなくなるので、￢Ｓ

の場合とは異なり、￢Ｏが「できる（可能）」

を含意することはなくなるので、￢Ｓを主題

として取り上げて行った一連の議論はいっさ

い消滅する。したがって、「できる（可能）な

らばすべき（当為）である」という誤りに陥る

心配はまったくなくなるだろう。しかし、この

解釈はあくまでも、（論理的に等値の）言明と

その対偶を成立させようとするために行った

解釈であり、残念ながら、「すべきである」と

「すべきでない」の両方が当為という規範的

性格をもつ通常の使用法とはかけ離れた解釈

である。 
ＯならばＣの対偶は￢Ｃならば￢Ｏとなる

が、事実問題としてＣが否定されて￢Ｃが真

だと判明すると、￢Ｏが論理的に導出される。
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それは「チャーリーは泳ぐことをすべきであ

る、というわけではない」という言明である。

この言明に登場する「ない」は、英語の、例え

ば、Charlie ought not to swim.で用いられて

いる、ought not の“not”とはまったく別物で、

ought と ought not のそれぞれどちらも「否

定する」働きをもつ。いわば、not ought…、

not ought not…のイタリックの“not”である。

したがって、この言明は当為の導出どころか、

当為の否定であって、小河原氏が主張してい

た、「できない（不可能）」から「規範（価値）

的言明が導出される」ものではまったくない。 
いわゆる「ヒュームの法則」が正しいとすれ

ば、「である・ではない」の場合と同様、「でき

る・できない」が純粋に事実問題であって、事

実的真か偽にほかならないとするならば、「す

べき・すべきでない」という当為を論理的に導

出することは不可能であろう。 
対偶の問題を離れて、（規範的性格をもつ）

当為と可能の関係についてもう少し考えてみ

よう。当為と可能の関係を解明しようとする

際、実は対偶など考える必要はなく、当為を主

題として吟味すれば済むように思われる。と

ころで、「すべきである」と「すべきでない」

について、「できないことをすべきでない」の

「すべきでない」を「すべきである、というわ

けではない」という、当為の否定（非当為）の

意味ではなく、小河原氏は、「しないことをす

べきである」という当為（価値・規範）として

解釈しているが、そのほうが、「○×すべきであ

る・すべきでない」の通常の使用法であろう。

さて、本稿注 1 で、私は次のように述べた。

「普通、できることにたいして、「すべきであ

る」とか「すべきでない」と言うのであって、

 
4 娘が小さいころ、「七の目のさいころの話」をしたこ

とがある。娘は「さいころを振って七の目がでることが

ある」と言った。ありえないと思った私はその理由を尋

ねた。すると娘は「さいころが二つに割れて、一の目と

六の目の面が見えることがあるかもしれない」と答えた。

そもそもできないことについては、「すべきで

ある」とか「すべきでない」とかを問題にする

ことはなく、「すべきである」とも「すべきで

ない」とも判断せず、発言もしないであろう」

と。このような考えが心のどこかにあったの

で、氏の「事実からの価値批判の原則」におけ

る「できないことばすべきではない」という結

論的主張にどうしても違和感がつきまとって

離れなかったようである。例えば、「さいころ

をひとつ振って七の目を出すべきである」と

か「トランプから一枚のカードを抜いてハー

トの 14 を出すべきである」などと誰が言うだ

ろうか。さいころには七の目はないし、トラン

プにはハートの 14 はないので、それらを出す

ことなど絶対に不可能だからである4。それと

同様に、「さいころをひとつ振って七の目を出

すべきではない」とも「トランプから一枚のカ

ードを抜いてハートの 14 を出すべきではな

い」とも言わないだろう。こちらもまた、そん

な数やカードなど出すことができないからで

ある。ところが、小河原氏は、「できないこと

はすべきでない」と真剣に訴えている。 
久しぶりにポパーの『開かれた社会とその

敵』を読み返してみると、ポパーの「財布

（purse）の話」のなかにこの違和感を払拭し

てくれる議論がすでに用意されていた。ポパ

ーは、次のように述べている（『開かれた社会

とその敵』、第 5章第 1節）。 
 
規範法則に意味（point）ないし意義

（significance）があるとすれば、それは破

ることができる。もし破ることができない

ならば、その規範法則は無用（superfluous）
で意義がない（without significance）。「所

思わず「天才！」と叫んでしまったが、この可能性を排

除するためには、「さいころがそのままの形で」といっ

た条件を加える必要があるだろう。可能性を完全に排除

するためには、さらなる条件を付加する必要があるかも

しれない。 
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有している以上の金銭を使うな」は有意義

な（significant）規範法則である。…「なか

に入っている以上の金銭を財布から取り出

すな」のほうも、その言い回しから、同様に

規範法則であると言われるかもしれないが、

このような規則を道徳ないし法体系の有意

義な部分だと本気で考えるひとはいないだ

ろう。なぜならこの規則は破ることができ

ないからである。 
 
「なかに入っている以上の金銭を財布から

取り出すな」は命令だが、当為に置き換えても

同様であろう。「なかに入っている以上の金銭

を財布から取り出すべきではない」という当

為は、規範のようにみえるだけで、実は「規範」

と呼ぶに値しない代物である。現金二千円し

か入っていない財布から現金三千円を取り出

すことなど逆立ちしてもできない相談だから

である。他方、「所有している以上の金銭を使

うべきではない」という当為は、守ることも守

らないこともできるし、破ることも破らない

こともできる。だからこそ、まさに「規範」と

して成立する。 
あまりに当然すぎることを述べて恐縮だが、

一般的に言って、規範が規範としてふさわし

い機能を果たすのは、その規範をひとは守る

ことも守らないこともできる、あるいは、破る

ことも破らないこともできるはずだという大

前提が成立する場合であろう。守ることと破

ることの両方が人間にできるからこそ、「破る

べきではない」と言ったり、「守るべきである」

と言ったりするのである（すなわち、人間にで

きることにたいして、「すべきである」と「す

べきではない」の両方が用いられることにな

 
5 文章のなかに図を挿入する能力が筆者にはないの

で、言葉で表現させていただきたい。集合を用いると、

当為は可能という集合の部分集合であり、この当為とい

う部分集合には「すべきである」と「すべきでない」の

両方が含まれているという関係である。自分で図式化し

批判的に吟味検討しいただければ幸いである。注１も参

る）5。 
上記の観点から当為と可能の関係をみると

こうなるだろう。「○×が当為であるならば○×
をすることが可能である。○×をすることは可

能ではない。したがって、○×は当為ではない」

である。これは、反証可能性の議論でポパーが

積極的に用いたことで有名な「否定否定式あ

る い は 否 定 式 （ modus tollendo tollens, 
modus tollens）」）という妥当な論証形式にあ

てはまる事例である（「肯定肯定式あるいは肯

定 式 （ modus ponendo ponens, modus 
ponens）」という導出規則を用いれば証明可能

である）。ここの「当為」には、当然、「すべき

である」と「すべきでない」の両方が含まれて

いる。「○×は当為である」をＴ、「○×をするこ

とは可能である」をＫとして、論証を定式化す

るとこうなる。 
 
Ｔ⊃Ｋ  ￢Ｋ  
￢Ｔ 

 
Ｔ⊃Ｋと￢Ｋを真だと仮定すると、Ｔの真が

否定されて￢Ｔの真が導出される妥当な論証

である。さて、ここで注意をしなければならな

いのは、￢Ｔの意味である。￢ＴはＴ（「○×は
当為である」）の否定なので、￢Ｔは「○×は当

為ではない」である（非当為）。具体例で確認

しておこう。 
チャーリーの場合をこの論証形式にあては

めるとこうなる。「すべきである」については、 
  

照。但し、ここで提示した相互の関係は、「当為が可能を

含意する」という言明が真だと仮定した場合である。「書

評」でもすでに指摘していた通り、この言明の真偽につ

いては議論が係争中だからである。 

 



 

 16 

チャーリーは泳ぐべきであるならばチャー

リーは泳ぐことができる 
チャーリーは泳ぐことができない                   
チャーリーは泳ぐべきである、というわけ

ではない（「論証Ｐ」と呼ぶ） 
 
「すべきでない」も当為なので、「論証Ｐ」

と同一の論証形式にあてはまる。 
 
チャーリーは泳ぐべきではないならばチャ

ーリーは泳がないことができる 
チャーリーは泳がないことができない                  
チャーリーは泳ぐべきではない、というわ

けではない（「論証Ｑ」と呼ぶ） 
 
ここでも結論は、「チャーリーは泳ぐべきで

はない、というわけではない」であって、「チ

ャーリーは泳ぐべきである」ではない。先の

「すべきである・すべきでない」における当為

－非当為関係ついての議論は無駄ではなかっ

たようである。したがって、この二つの論証で

は、できないことについては、「すべきである」

と「すべきでない」の両方とも、結論として導

出できるものではないことが判明する。 
チャーリーの事例を用いて、ここでの論証

と「対偶の問題」における議論を比較すると、

その違いが鮮明になる。小河原氏によれば、

「できないことはすべきでない」という言明

は「すべきであるならばできる」という言明と

論理的に等値の対偶であった。この対偶が成

立すると仮定する（「仮定Ｂ」）と、次のような

導出が論理的に可能なる。すなわち、 
 
チャーリーは泳ぐべきであるならばチャー

リーは泳ぐことができる 
チャーリーは泳ぐことができない                 
チャーリーは泳ぐべきではない（「論証Ｒ」

と呼ぶ） 

  
「論証Ｒ」の結論である「チャーリーは泳ぐ

べきではない」という言明もまた当為である

からして、先の論証形式（「否定式」）にあては

めることができる。  
 
チャーリーは泳ぐべきでないならばチャー

リーは泳がないことができる 
チャーリーは泳がないことができない                 
チャーリーは泳ぐべきである（「論証Ｓ」と

呼ぶ） 
 
この四つの論証はすべて同じ論証形式（「否

定式」）にあてはまるものなので、形式的には

すべて妥当な論証である。小河原氏の主張に

したがって、対偶が成立するという仮定（「仮

定Ｂ」）のもとで行った「論証Ｒ」と「論証Ｓ」

では、それぞれ、「チャーリーは泳ぐべきでは

ない（泳がないことをすべきである）」という

結論と「チャーリーは泳ぐべきである」という

結論が導出されている。前者では「不可能から

当為」の導出であり、これはまさに小河原氏

が否定しようとした結論である。後者では「可

能から当為」という、「対偶」とは異なる、論

理的には妥当ではない「逆」を導出する結論

である。いずれの論証もその結論が誤ってい

るのは明白である。この誤りの原因が、「仮定

Ｂ」にあるのは明白である（「仮定Ｂ」を成立

させるには「仮定Ａ」が必要であったが、「仮

定Ａ」もやはり誤りであった）。他方、「論証Ｐ」

と「論証Ｑ」では、不可能から当為ではないこ

と（非当為）を論証の結論として導出するもの

であり、「論証Ｐ」と「論証Ｑ」には、「論証Ｒ」

と「論証Ｓ」にみられる誤謬はない（因みに、

ought implies can の「対偶」を成立させるこ

とができるのは、cannot implies ought not で
はなく、cannot implies not ought であろう）。 
こんな単純な誤りにどうして気づかなかっ
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たのだろうか。小河原氏には失礼を承知のう

えで愚痴を言わせていただきたい。それは、ダ

ライ・ラマの事例にあるように私には思われ

る。この事例における事実問題に関して、私も

小河原氏とまったく同意見である。絶対にな

いとは断言できないとしても、ダライ・ラマが

輪廻転生することもその生まれ変わりが存在

することもありえず、事実問題として、なんび

とも生まれ変わりであるはずがないと主観的

には確信している。したがって、輪廻転生制度

に則って生まれ変わりのダライ・ラマを探す

べきだという当為（規範）は無用で「規範」た

りえず、廃止すべきだと思ってしまう。このよ

うな強い思い込みが自分自身にあるので、論

理的に厳密に言えば、論理的に導出可能なの

は、「ダライ・ラマを探すべきだ、というわけ

ではない」という当為（規範）であることの否

定であって、「探すべきではない」という当為

（規範）の主張は論理的に導出不可能である

にもかかわらず、自分の誤った推論に気づか

ないまま、つい口（筆）が滑って「探すべきで

はない」などと発言してしまう。聞き手（読み

手）の側も、発言者と事実を含め価値判断を共

有している場合には特に、違和感を覚えなが

らも、誤りに気づかず、同調しがちである。 
通常、われわれは、良いと思われることにた

いして「すべき」と言い、良いとは思われない

ことにたいして「すべきでない」と言う。この

ような事例でこれまでの議論を振り返ってみ

ると、とてもわかりやすくなる。論理的に厳密

な表現ではないけれども、「約束を守るべきで

ある→約束を守ることができないのがわかっ

た→約束を守るべきではない」。同様に、「ひと

を殺すべきではない→ひとを殺さないことが

 
6 事実問題としては、普通、われわれは約束を守るこ

とができるし、ひとを殺さないこともできる（反対に、

約束を守ることができなかったり、「殺人の戒め」を破

ってひとを殺してしまったりすることもあるが）。すな

わち、これらの例は、人間にできることの範囲にあるの

できないのがわかった→ひとを殺すべきであ

る」がいかに誤った推論6であるか一目瞭然で

あろう。 
 
 
 

 

で、事実としては、「できないこと」に属するものではな

い。しかし、ここでは推理の妥当性を扱っているので、

事実問題として誤っていても、できないことを真だと仮

定することが許されている。 
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2023 年 6月 
日本ポパー哲学研究会会員各位 
 

日本ポパー哲学研究会年次研究事務局大会運営部 
施光恒（se@scs.kyushu-u.ac.jp） 

松尾洋治（ymatsuo@shudo-u.ac.jp） 
戸田裕美子（the.japan.popper.society@gmail.com） 

 
日本ポパー哲学研究会 第 33 回年次研究大会のご案内 

 
この度、第 33 回年次研究大会の詳細が決定し、以下の要領で開催することとなりましたので、ご案内いたします。今

回も前回に引き続き、対面方式と zoom によるオンライン配信を併せたハイブリッド方式での開催となります。発表者の

報告の要旨は事前に発行予定の『批判的合理主義研究』Vol.14, No.1 に掲載の予定です。尚、非会員の方もご参加い

ただけますので、お誘い合わせの上、奮ってご出席のほどお願い申し上げます。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
日 時: 2023 年 8 月 5日(土) 14:00 開始 
場 所: 明治大学中野キャンパス(高層棟 3階 310教室) 
※オンラインで参加される場合、以下にアクセスし、パスコードを入力してください。 
https://zoom.us/j/92738747155?pwd=aytRQU14T3c2Q2FWZGZ6Y0Rva3hFQT09  
ミーティング ID: 927 3874 7155 / パスコード : 390309 

出欠連絡: 以下の URL(グーグルフォーム)から出欠のご連絡をお願いします。  
また、正会員の方が欠席の場合は委任状が必要となります。このグーグルフォームから出欠連絡と 
同時に委任状のご提出ができますので、ご回答の程、よろしくお願いいたします。 

出欠登録および委任状の提出 : https://forms.gle/ZW572KKGcEaaigJs6 
※ 非会員の方がオンラインで参加を希望される場合、上記の URL を直接お知らせにならず、事前に事務局大会運

営部(戸田裕美子: the.japan.popper.society@gmail.com)までご一報下さいますようお願いいたします。その際、出席

希望の非会員の方の「氏名」「所属」「メールアドレス」「電話番号」「住所」「ご紹介者の氏名」をお知らせください。Zoom 
の URL など、改めてこちらからご連絡させていただきます。 
※当日、Zoom の操作にお困りがありましたら、事務局大会運営部(戸田:070-8340-8115)までご連絡ください。 

 
なお、大会に先立ちまして下記の通り運営委員会を開催いたしますので、運営委員はご参集ください。 
◎運営委員会:12:00~13:30(高層棟 3階 314教室) 
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明治大学中野キャンパスへのアクセス 
 

 
 
※ 当日は、夏季休暇中につき、正面玄関からの入校ができません。つきましては、次ページの地図に従って、正面玄関

の左手にある「防災センター」から入校ください。 
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第 33 回年次研究大会プログラム 
 
 
【自由論題】 １4：００～１７：15 
司会：戸田 裕美子（明治大学国際日本学部准教授） 
 
発表①：１4：００～１5：３０（４０分発表、５０分質疑応答） 
登尾 章（國學院大學兼任講師） 
「ポパーの進化論はいかなるものか」 
コメンテーター： 嶋津 格(千葉大学名誉教授) 
 
発表②：１5：4５～１7：1５（４０分発表、５０分質疑応答） 
柴田 明（慶応義塾大学商学部教授） 
「『秩序』は企業を倫理的にするのか? 
―ドイツ・オルドヌンク倫理学 Ordnungsethik の学説研究から― 」 
コメンテーター: 渡部 直樹(慶應義塾大学名誉教授) 
 
【会員総会】 １７：30～１８：00 
 
【懇親会】 18:15~20:15  

場所:千年の宴(中野セントラルパークサウス 2F) 
明治大学中野キャンパスより、徒歩 3分ほどのお店です。  
詳細については、当日にご案内いたします。 
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